
LL080305企03・都道府県労働局・ハローワーク

特定求職者雇用開発助成金（成長分野等人材確保・育成コース）のご案内

就職が困難な方を、デジタル分野などで採用すると
助成金の額が通常より上がります

事業主の皆さまへ

支 給 額

デジタル・グリーン分野（以下、成長分野等）の業務に従事させる事業主が、就職困難者（障害者、

高齢者、母子家庭の母、中高年の不安定雇用就労者など）を継続して雇用する労働者として雇い入れ、

職場定着に取り組む場合に、特定求職者雇用開発助成金の他のコースより高額の助成金を支給します。

• 半年ごとに助成金を支給します。「２期」の支払い方法の場合、採用から半年後(１期)、１年後(２期)に
２回支給するイメージです。

• 「短時間」労働者は、 １週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者のことをいいます。
• 所定労働時間より著しく実労働時間が短い場合には、支給額が減額されることがあります。

※(  )内は大企業に対する支給額

支 払 い 方 法合 計 助 成 額採 用 す る 労 働 者

45万円（37.5万円）×２期
短時間：30万円(22.5万円）×２期

90万円（75万円）
短時間：60万円（45万円）

母子家庭の母、60歳以上の方

生活保護受給者等

ウクライナ避難民

補完的保護対象者※ など

45万円（37.5万円）×２期90万円（75万円）
就職氷河期世代を含む

中高年層の不安定雇用者

45万円×4期（37.5万円×２期）
短時間：30万円×４期(22.5万円×２期）

180万円（75万円）
短時間：120万円（45万円）

身体・知的障害者
発達障害者、難治性疾患患者

60万円×６期（50万円×３期）
短時間：30万円×４期(22.5万円×２期）

360万円（150万円）
短時間：120万円（45万円）

重度障害者、45歳以上の障害者、
精神障害者

成 長 分 野 の 業 務

※ 出入国管理及び難民認定法第61条の２第２項に規定する補完的保護対象者の認定を受けている者

「成長分野の業務に従事させる事業主」に該当するかどうかは、対象労働者に従事させる業務内容
で判断します。具体的には、次の専門的な職業に関する業務が該当します。

「成長分野の業務に従事させる事業主」の判断基準

職業分類表※の「情報処理・通信技術者」、「その他の技術の職業(データサイエ
ンティストに限る)」及び「デザイナー（ウェブデザイナー、グラフィックデザ
イナーに限る）」に該当する業務 具体的な例は次ページをご覧ください。

デジタル
分野

職業分類表※の「研究・技術の職業」に該当する業務（脱炭素・低炭素化などに
関するものに限る）

グリーン
分野

※職業分類表について
第5回改定 厚生労働省編職業分類「職業分類表」

情報処理・通信技術者 研究・技術の職業

・少しでも成長分野等の業務を行えばよい、少しでも要素が入っていればよい
というものではなく、対象労働者が従事する業務の主たる部分が成長分野の
業務に該当するといえる必要があります。

・対象業務に該当するかは、求人票や雇用契約書などにより確認します。

※令和７年度限りで廃止のコースです。



対 象 事 業 主 ・ 対 象 と な る 「 成 長 分 野 の 業 務 」

①～④のすべてに該当する事業主です。

① 対象労働者種別に対応する特定求職者雇用開発助成金の他のコースの支給要件をすべて満たすこと。
→詳細は各コースのリーフレットをご確認ください。

② 対象労働者を、次のいずれかの成長分野の業務に従事させる事業主であること。
・デジタル化関係業務 ・グリーン化、カーボンニュートラル化関係業務

③ 対象労働者に対して、雇用管理改善または職業能力開発に関する取り組みを行うこと。

④ ②と③についての報告書を提出すること。

事 業 主 に 関 す る 要 件

雇用保険の適用事業主であること□

対象労働者の賃金を支払っていること□

労働保険料を滞納していないこと□

採用日前後６か月間に事業主都合による解雇※

をしていないこと ※勧奨退職を含みます
□

採用日前後６か月間に、倒産や解雇など特定受給資
格者となる理由で離職した被保険者の数が、対象労
働者の採用日における被保険者数の６％を超えてい
ないこと（特定受給資格者となる離職者が３人以下
の場合を除く）

□

上記以外にも、支給要件があります。詳細は、https://www.mhlw.go.jp/content/001310364.pdfをご覧ください。

他の助成金の支給を受けている場合は、支給対象とならない場合があります。

国、地方公共団体、行政執行法人など（これらの機関からの委託事業を実施している事業主で、対象労働者が当該委託事業に従事する
場合を含む）の機関は支給対象とならない場合があります。

この助成金を受給した事業主は、国の会計検査の対象になることがあり、検査の対象となった場合は、ご協力ください。また、関係書
類は、支給決定がされた時から５年間整理保存してください。

偽りその他不正な行為によって助成金の支給を受け、または受けようとした場合は、不支給決定または支給決定の取り消しを行います。
この場合、すでに支給された助成金は全額を返還するともに、不支給決定または支給決定の取り消しを受けた日以後５年間は各種助成
金の支給を受けることができません。さらに、特に悪質なものについては、原則公表となるほか、詐欺罪などにより刑罰に処される場
合があります。

対 象 労 働 者 に 関 す る 要 件

ハローワークなどの職業紹介以前に採用に向けた選考を
開始した者でないこと

□

職業紹介時点で、在職している者でないこと
※就職氷河期世代などの場合を除きます。

□

採用した事業所と関係のあった者でないこと
※過去３年間に事業所で就労させたことがある場合
※事業主と３親等以内の親族である場合 など

□

助成金の対象期間の途中などにおいて、離職した労働者
でないこと
※労働者の責めに帰すべき理由による解雇などは除きます。

□

性風俗関連営業などを行っており、接待業務などに従事
する労働者でないこと

□

ご 注 意 く だ さ い

主 な 支 給 要 件

「 成 長 分 野 の 業 務 」 の 例

・職業分類007-05 自動車生産技術者（例えば、電気自動車など）
・職業分類008-02 建築工事現場監督（例えば、ZEH住宅の建築など）
・職業分類006-02 発電機開発技術者（例えば、太陽光発電・風力発電など）・リチウム電池開発技術者
・職業分類006-99 CO2吸収コンクリート、ゼロカーボンスチールなどの開発技術者、

エコマーク認定製品の開発技術者 など

・職業分類009 情報処理・通信技術者（ソフトウェア開発）
プログラマー、システムエンジニア、コーダー、デバッグ作業員、テストエンジニア など

・職業分類010 情報処理・通信技術者（ソフトウェア開発を除く）
システムコンサルタント、システムアーキテクト、プロジェクトマネージャ、システム運用管理者、
システム運用オペレーター、システム保守員、社内サポートデスク、社内ヘルプデスク、
サーバーエンジニア、 ネットワークエンジニア、電気通信技術者、セキュリティエンジニア など

・職業分類011 その他の技術の職業 ・職業分類017 デザイナー
データサイエンティストに限る ウェブデザイナー、グラフィックデザイナーに限る

デジタル分野

グリーン分野



対 象 労 働 者

１ ハローワーク等からの紹介 ハローワーク、地方運輸局、適正な運用を期することのできる特定地方
公共団体、有料・無料職業紹介事業者または無料船員職業紹介事業者の
紹介で雇い入れた場合のみ、助成金の対象となります。

３ 助成金の第１期支給申請

４ 支給申請書の内容の調査・確認

５ 支給・不支給決定

支給申請の手続き

６ 助成金の支給

提出した支給申請書の記載事項などを支給要件に照らして審査します。
適正と認められる場合、助成金が支給されます。審査には一定の期間を
要します。審査結果は申請した事業主に通知書を送付して告知します。

支給決定から事業主指定の金融機関口座に振り込まれるまでに、一定の
期間を要します。

２ 対象者の雇入れ

・支給対象期ごとに、労働局またはハローワークに申請を行います。
・「実施結果報告書」(様式第15号成)を添付して申請してください。

第２～６期支給申請も同様の手続きが必要です

支 給 申 請 の 流 れ →支給申請の手続きは４ページをご確認ください

対 象 労 働 者 種 別通 常 の コ ー ス 名

・60歳以上の方 ・身体障害者 ・知的障害者
・精神障害者 ・母子家庭の母等 ・父子家庭の父
・ウクライナ避難民 ・補完的保護対象者※ など

特定就職困難者コース

・発達障害者 ・難治性疾患患者
発達障害者・難治性疾患

患者雇用開発コース

・就職氷河期世代を含む中高年層で、不安定な雇用を繰り返す者
中高年層安定雇用支援

コース

・生活保護受給者 ・生活困窮者
生活保護受給者等
雇用開発コース

就 職 が 困 難 な 方

正規雇用、無期雇用、有期雇用（自動更新※ ）として採用する方が対象です

※ 「対象労働者が望む限り更新できる契約」の場合のみ助成対象となります。勤務成績等により更新の有無を判断する場合
等は助成対象となりません。

※ 「中高年層安定雇用支援コース」は、正規雇用の場合のみ助成対象となります。

未経験職種に就職する方が対象です

• 求人内容と職業相談の内容を踏まえて、ハローワークなどから「未経験職種への就職を希望する方」として職業紹介を
します。原則は、それをもって対象者の要件に該当するものとなります。なお、ハローワークでは、求人票の職業分類
番号に該当する職種の経験がない場合を未経験職種と扱います。

• 採用日から起算して過去５年間において経験１年未満の職種も、未経験職種として取り扱います。
※パート・アルバイトでの就労経験であっても、正規雇用労働者と同等以上の職業能力を有する場合や、過去10年間に５年以上
「正規雇用労働者」として当該業務の就労経験がある場合は除きます。

採 用 の 雇 用 形 態

こ れ ま で の 職 歴

• 採用日時点の満年齢が「65歳未満」の方のみ対象となります（ただし、「高年齢者（60歳以上）」は65歳以上の方
も助成対象となります。また「就職氷河期世代不安定雇用者」は、 1968年４月２日から1988年４月１日生まれの方
が助成対象です。）

※ 出入国管理及び難民認定法第61条の２第２項に規定する補完的保護対象者の認定を受けている者



支 給 申 請 の 手 続 き

●助成金は、支給対象期
※

ごとに、２～６回に分けて支給します。

●支給申請は、支給対象期ごとに事業所の所在地を管轄する労働局またはハローワークに行います。

●支給申請期間は、各支給対象期
※
の末日の翌日から「２か月以内」です。

●支給申請をする際は、報告書などを提出する必要があります。

※支給対象期は、起算日から６か月間ごとに区切った期間です。
起算日は、次のようになります。

・賃金締切日が定められていない場合は、雇入れ日
・賃金締切日が定められている場合は、雇入れ日の直後の賃金締切日の翌日

（ただし、賃金締切日に雇い入れられた場合は、雇入れ日の翌日、賃金締切日の翌日に雇い入れられた場合は雇入れ日）

12/15 6/15

4/15

4/16

６か月 ６か月

4/15

10/16

4/1 4/16 10/15

２か月 ２か月

支給対象期（第１期）

例：４月１日に中小企業事業主が高年齢者を雇い入れた場合

雇
入
れ
日

賃
金
締
切
日

支給対象期（第２期）

କ
઴
঩

支給申請期間（第１期）

10月１6日～12月15日

支給申請期間（第２期）

４月16日～６月15日

• 対象労働者が支給対象期の途中に離職した場合は、当該支給対象期については原則助成金の支給を受けるこ
とはできません。

• 所定労働時間より著しく実労働時間が短い場合や週当たりの賃金額が「最低賃金×30時間」を下回る場合に
は、支給額が減額されることがあります。

• 「成長分野の業務」と認められなかった場合は「通常のコース」の支給額となります。

申請書類の様式

支給申請書の記入例 お問い合わせ先

申 請 書 類 な ど

支給申請に必要な書類

※このほかにも労働局から書類の提出を求める場合があります

□ 支給申請書（様式第３号または４号）
□ 出勤簿等
□ 雇用契約書又は雇入れ通知書
□ 実施結果報告書（様式第15号成）

□ 賃金台帳等
□ 対象者であることを証明するための書類
□ 対象労働者雇用状況等申立書（様式第５号）
□ 支給要件確認申立書（共通要領様式第１号）

電子申請のご案内

リンクはこちらリンクはこちら

リンクはこちら
リンクはこちら

そのほかの「よくあるご質問」

リンクはこちら


